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さわら広域資源管理の取組（案）

１．資源管理措置

（１）漁獲管理

海域(灘)・漁業種類ごとの漁獲管理措置

海 域 漁 業 種 類 規 制 措 置

紀伊水道外域 ひき縄等 さわらを目的とした操業の禁止

（5/15 ～ 6/20）
紀伊水道 ひき縄等 さわらを目的とした操業の禁止

（5/15 ～ 6/20）
大阪湾 さわら流し網 春漁（6/5 ～ 7/11）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止

（5/25 ～ 6/30）
播磨灘 さわら流し網 秋漁（9/1 ～ 9/30）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止

（9/1 ～ 11/30）
はなつぎ網 漁獲量→年間 40 ﾄﾝを上限

さわら船曳網 漁獲量→年間 2 ﾄﾝを上限

備讃瀬戸 さわら流し網 秋漁（9/1 ～ 9/30）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

ひき縄 さわらを目的とした操業の禁止

（9/1 ～ 11/30）
燧灘 さわら流し網 秋漁（9/1 ～ 9/30）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

さごし巾着網 漁獲量→年間 46 ﾄﾝを上限

さごし流し網 全面休漁

安芸灘 さわら流し網 秋漁（9/1 ～ 9/30）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

伊予灘 さわら流し網 春漁（5/16 ～ 6/15）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

周防灘 さわら流し網 春漁（5/1 ～ 5/31）→休漁

網目→ 10.6 ㎝以上

宇和海 さわら流し網 春漁（5/1 ～ 5/31）→休漁

さごし・めじか流し網 8/1 ～ 9/30 →休漁

（注）9/1 以降の許可を秋漁とする。

海域の定義は別表のとおりとする。

（２）種苗放流

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会は、（独）水産総合研究センターとの連携・協力の

下で、サワラ種苗の共同種苗生産体制の構築に向け積極的に取り組み、健全種苗、適地、

適正サイズの種苗放流を推進し資源造成に取り組む。

なお、種苗生産数量、中間育成等の詳細については、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議

会で定める。



（３）その他の資源管理措置

上記（１）及び(２）の措置のほか、従来から取り組んでいる措置(定期休漁日、船上

受精卵放流等)については、その取組を継続するよう努める。

２．さわら広域資源管理の実施に伴う進行管理

（１）推進体制

さわら広域資源管理の適切な実施のため、サワラ瀬戸内海系群資源管理漁業者協議会

（仮称）、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会及びさわら検討会議(仮称)による連携体制

を構築し、漁獲管理と種苗放流を一体的に推進するとともに、広域的な資源管理のため

の協議･調整を行う瀬戸内海広域漁業調整委員会等と連携をとりつつサワラ資源の適切

な管理を推進する。

（２）実施状況等の把握

上記１の資源管理措置の実施状況を毎年把握するともに、サワラを対象とする漁業の

漁獲報告等により操業状況の把握を行う。

また、関係機関が連携して調査、モニタリングを行い、サワラ資源状況の把握を行う。

（３）資源管理措置の見直し

上記（２）の結果を踏まえ取組を評価するとともに、必要に応じ１の（１）、（２）

の資源管理措置の見直しを行う。

３．その他

（１）資源管理指針･資源管理計画

平成２４年度以降は、資源管理･漁業所得補償対策に伴う資源管理指針･資源管理計画

体制の下で適切に資源管理を推進する必要があることから、さわら広域資源管理の内容

を、資源管理指針やそれに基づく資源管理計画に的確に反映させることとする。

国は、府県からの資源管理指針の協議に際して、さわら広域資源管理の内容が適切に

反映されるよう十分に注意しつつ対処するものとする。

（２）委員会指示

さわら広域資源管理の実効性を確保するため、必要に応じて、瀬戸内海広域漁業調整

委員会、海区漁業調整委員会等において委員会指示の設定を審議することとする。

（３）漁獲努力可能量(TAE)の設定

漁獲努力可能量(TAE)は、資源回復計画に基づく漁獲努力量削減措置による効果の阻

害となる漁獲努力量の増加を抑制させるために設定されてきた。

平成２４年度からはサワラ資源回復計画による措置は、さわら広域資源管理に移行す

ることから、さわら広域資源管理においても引き続き TAE を設定することとし、水産

政策審議会(資源管理分科会)において TAE 設定を諮ることとする。

平成２４年４月１日

さわら検討会議



（別表）

紀伊水道 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直

外域 線、和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸埼から徳島県海部郡牟岐町牟岐漁港古牟岐東防

波堤灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海域

紀伊水道 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

基点ア‥和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百三十六度二十分三千四百八

十メートルの点

基点イ‥和歌山県和歌山市沖ノ島西端から二百九度五十分二千六百メート

ルの点

基点ウ‥大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から三百

五度二十分の方位線と、基点アから大阪府泉南郡岬町観音崎の鼻

に至る見通し線との交点

基点エ‥基点アと基点イを結んだ線と、和歌山県和歌山市沖ノ島西端と兵

庫県洲本市成ヶ島東端を結んだ線との交点

一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至

る直線

二 大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から基点ウ、基点ア、

基点エを経て兵庫県洲本市成ヶ島東端に至る線

三 兵庫県南あわじ市門埼と徳島県鳴門市大毛島孫埼を結んだ線

四 小鳴門水道東口小鳴門橋

大阪湾 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

基点ア‥和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百三十六度二十分三千四百八

十メートルの点

基点イ‥和歌山県和歌山市沖ノ島西端から二百九度五十分二千六百メート

ルの点

基点ウ‥大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から三百

五度二十分の方位線と、基点アから大阪府泉南郡岬町観音崎の鼻

に至る見通し線との交点

基点エ‥基点アと基点イを結んだ線と、和歌山県和歌山市沖ノ島西端と兵

庫県洲本市成ヶ島東端を結んだ線との交点

一 大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から基点ウ、基点ア、

基点エを経て兵庫県洲本市成ヶ島東端に至る線

二 兵庫県神戸市と同県明石市との最大高潮時海岸線における境界点と同県淡路

市岩屋と同市野島江崎との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線

播磨灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 兵庫県神戸市と同県明石市との最大高潮時海岸線における境界点と同県淡路

市岩屋と同市野島江崎との最大高潮時海岸線における境界点を結んだ線

二 兵庫県南あわじ市門埼と徳島県鳴門市大毛島孫埼を結んだ線

三 小鳴門水道東口小鳴門橋

四 岡山県岡山市と同県瀬戸内市牛窓町との最大高潮時海岸線における境界点と

香川県小豆郡土庄町蕪埼を結んだ線

五 香川県小豆郡小豆島町釈迦ヶ鼻と同県さぬき市大串埼を結んだ線



備讃瀬戸 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 岡山県岡山市と同県瀬戸内市牛窓町との最大高潮時海岸線における境界点と

香川県小豆郡土庄町蕪埼を結んだ線

二 香川県小豆郡小豆島町釈迦ヶ鼻と同県さぬき市大串埼を結んだ線

三 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福山市宇治

島東端を経て香川県三豊市詫間町三埼に至る直線

燧灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海域

一 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福山市宇治

島東端を経て香川県三豊市詫間町三埼に至る直線

二 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点と同市

上蒲刈島白埼を結んだ線

三 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時海岸線

における境界点を結んだ線

安芸灘 次に掲げる海域一及び二を合わせた海域

一 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

ア：広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点

と同市上蒲刈島白埼を結んだ線

イ：広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時

海岸線における境界点を結んだ線

ウ：愛媛県松山市白石ノ鼻と同市興居島頭埼灯台を結んだ線

エ：愛媛県松山市興居島頭埼灯台と同市野忽那島野忽那島灯台を結んだ線

オ：愛媛県松山市野忽那島北端と同市中島東端を結んだ線

カ：愛媛県松山市中島歌埼と同市津和地島東端を結んだ線

キ：愛媛県松山市津和地島西端と同市由利島西端を結んだ線

ク：愛媛県松山市由利島西端と山口県柳井市平郡島盛鼻を結んだ線

ケ：山口県柳井市と同県熊毛郡上関町との最大高潮時海岸線における境界

点（以下「基点ア」という。）と同県柳井市平郡島櫛崎を結んだ線と

同市平郡島の最大高潮時海岸線との交点のうち最も北部に位置する点

と基点アを結んだ線

二 一の線イ、次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、広島県海域

コ：広島県呉市上蒲刈島黒鼻と同市斎島西端を結んだ線

伊予灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海域

一 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界点と同市

上蒲刈島白埼を結んだ線

二 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮時海岸線

における境界点を結んだ線

三 愛媛県佐田岬灯台と大分県関埼灯台を結んだ線

四 山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松市

笠戸島鎌石岬を結んだ線

五 山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮時

海岸線における境界点を結んだ線



周防灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松市

笠戸島鎌石岬を結んだ線

二 山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮時

海岸線における境界点を結んだ線

三 山口県火ノ山下潮流信号所と福岡県門司埼灯台を結んだ線

宇和海 愛媛県佐田岬灯台と大分県関埼灯台とを結んだ直線以南の愛媛県海域
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さ
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)
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/
1
～
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流
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・
福
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・
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)

5
/
1
～
5
/
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休
漁

さ
わ
ら
流
し
網
漁
業

(山
口

・
愛

媛
・
大

分
)

5
/
1
6
～
6
/1
5
休
漁

さ
わ
ら
流
し
網
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(広

島
・
香
川
・愛
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)

9
/
1
～
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さ
ご
し
流
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網
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業
(愛

媛
)

全
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漁

さ
ご
し
巾
着
網
漁
業
(広

島
)

漁
獲

量
の

上
限

設
定

(4
6
ﾄﾝ

)

※
斜
線
部
分
は
、
春
漁
を
規
制

※
さ
わ

ら
流

し
網
の
目
合
い
１
０
．
６
ｃ
ｍ
以
上
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海
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域
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ら
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媛
)
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/
1
～
5
/
31
休
漁

さ
ご
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め
じ
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流
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業
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愛
媛
）
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等
（
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・徳
島
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1
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止

さ
わ
ら
流
し
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漁
業
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阪
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/
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7
/
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業
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阪

・
兵

庫
)

5
/
2
5
～
6
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0
さ
わ
ら
目
的

の
操

業
禁

止

大 阪 府

和 歌 山 県

紀
伊
水
道
外
域



機
密
性
○
情

報
○
○
限
り

サ
ワ
ラ
共
同
種
苗
生
産
・
放
流
体
制
(H
24

)
（
案
）

共
同

種
苗

生
産

支
援

助
言
・
協
力

国

共
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生
産

瀬
戸
内
海
海

域
栽

培
漁

業
推

進
協

議
会

採
卵

香
川
県
漁
業
者

瀬
戸
内
海
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会
（
香
川
県
）

水
研

セ
ン
タ
ー

香
川
県
漁
業
者

瀬
戸
内
海
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会
（
香
川
県
）

水
研

セ
ン
タ
ー

技
術
支
援
・
指
導

施
設
等
の
提
供

水
研

セ
ン
タ
ー

飼
育

生
産
管
理
者
：

瀬
戸
内
海
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会

大
阪

府
水

産
技

術
セ

ン
タ
ー

生
産
管
理
者
：

瀬
戸
内
海
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会

大
阪

府
水

産
技

術
セ

ン
タ
ー

大
阪
府
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー

（
２
万

尾
）

瀬
戸
内
海
区
水

産
研

究
所

屋
島

庁
舎

（
１
０
万

尾
）

施
設
等
の
提
供

大
阪

府
水

産
技

術
セ

ン
タ

大
阪

府
水

産
技

術
セ

ン
タ

配配

給
餌

：
瀬

戸
内

海
海

域
栽

培
漁

業
推

進
協

議
会

（
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
岡
山
県
、
山
口
県
、

徳
島
県
、
愛
媛
県
、
福
岡
県

(社
)全

国
豊
か
な
海
づ
く
り
推
進
協
会

）

給
餌

：
瀬

戸
内

海
海

域
栽

培
漁

業
推

進
協

議
会

（
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
岡
山
県
、
山
口
県
、

徳
島
県
、
愛
媛
県
、
福
岡
県

(社
)全

国
豊
か
な
海
づ
く
り
推
進
協
会

）

大
阪
府
・
兵
庫
県
・
岡
山
県
・
香
川
県
・
愛
媛
県
・
大
分
県

中
間
育
成

(4
0㎜

→
70

㎜
)

付付
餌

の
確

保
：
瀬

戸
内

海
海

域
栽

培
漁

業
推

進
協

議
会

（
和
歌
山
県
、
兵
庫
県
、
山
口
県
、
大
分
県
）

水
研
セ
ン
タ
ー

餌
の

確
保

：
瀬

戸
内

海
海

域
栽

培
漁

業
推

進
協

議
会

（
和
歌
山
県
、
兵
庫
県
、
山
口
県
、
大
分
県
）

水
研
セ
ン
タ
ー

大
阪
府

兵
庫
県

岡
山
県

香
川
県

愛
媛
県

大
分
県

（
2万

尾
）
（
2万

尾
）
（
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尾
）
（
3万

尾
）
（
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尾
）
（
1万

尾
）

サ
ワ
ラ
資
源
の
安
定
化
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図
り
、
瀬
戸
内
海
サ
ワ
ラ

を
消
費
者
に
安
定
的
に
供
給

放
流

天
然
資
源

調
査

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

水
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セ
ン
タ
ー
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試
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い
て
も
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続
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能
な
サ

ワ
ラ
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苗
の

生
産
・
放
流
を
行
う
必
要
が
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る
こ
と
か
ら
、
瀬
戸
内
海

漁
獲

資
源
状
況
の
把
握
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域

栽
培

漁
業
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を
核

と
し
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漁

業
者

関
係
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よ
り
、
広

く
流

通
・
加

工
、
消

費
者

・
国

民
の
協
力
を
得
な
が
ら
推
進



瀬 戸 内 海 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 十 九 号 （ 案 ）

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 六 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 瀬

戸 内 海 に お け る さ わ ら を 対 象 と し た 漁 業 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。

平 成 二 十 四 年 月 日

瀬 戸 内 海 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 前 田 健 二

１ 定 義
こ の 指 示 に お い て 「 瀬 戸 内 海 」 と は 、 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 号 ）

第 二 十 七 条 に お い て 定 め ら れ た 水 域 を い う 。 な お 、 瀬 戸 内 海 に お け る さ わ ら を 対 象

と し た 漁 業 の 水 域 区 分 は 次 表 下 欄 の と お り と す る 。

紀 伊 水 道 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

基 点 ア ‥ 和 歌 山 県 和 歌 山 市 沖 ノ 島 西 端 か ら 三 百 三 十 六 度 二

十 分 三 千 四 百 八 十 メ ー ト ル の 点

基 点 イ ‥ 和 歌 山 県 和 歌 山 市 沖 ノ 島 西 端 か ら 二 百 九 度 五 十 分

二 千 六 百 メ ー ト ル の 点

基 点 ウ ‥ 大 阪 府 と 和 歌 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る

境 界 点 か ら 三 百 五 度 二 十 分 の 方 位 線 と 、 基 点 ア か

ら 大 阪 府 泉 南 郡 岬 町 観 音 崎 の 鼻 に 至 る 見 通 し 線 と

の 交 点

基 点 エ ‥ 基 点 ア と 基 点 イ を 結 ん だ 線 と 、 和 歌 山 県 和 歌 山 市

沖 ノ 島 西 端 と 兵 庫 県 洲 本 市 成 ヶ 島 東 端 を 結 ん だ 線

と の 交 点

一 和 歌 山 県 紀 伊 日 ノ 御 埼 灯 台 か ら 徳 島 県 伊 島 及 び 前 島 を 経 て 蒲

生 田 岬 灯 台 に 至 る 直 線

二 大 阪 府 と 和 歌 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 か ら

基 点 ウ 、 基 点 ア 、 基 点 エ を 経 て 兵 庫 県 洲 本 市 成 ヶ 島 東 端 に 至 る

線
三 兵 庫 県 南 あ わ じ 市 門 埼 と 徳 島 県 鳴 門 市 大 毛 島 孫 埼 を 結 ん だ 線

四 小 鳴 門 水 道 東 口 小 鳴 門 橋

大 阪 湾 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

基 点 ア ‥ 和 歌 山 県 和 歌 山 市 沖 ノ 島 西 端 か ら 三 百 三 十 六 度 二

十 分 三 千 四 百 八 十 メ ー ト ル の 点



基 点 イ ‥ 和 歌 山 県 和 歌 山 市 沖 ノ 島 西 端 か ら 二 百 九 度 五 十 分

二 千 六 百 メ ー ト ル の 点

基 点 ウ ‥ 大 阪 府 と 和 歌 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る

境 界 点 か ら 三 百 五 度 二 十 分 の 方 位 線 と 、 基 点 ア か

ら 大 阪 府 泉 南 郡 岬 町 観 音 崎 の 鼻 に 至 る 見 通 し 線 と

の 交 点

基 点 エ ‥ 基 点 ア と 基 点 イ を 結 ん だ 線 と 、 和 歌 山 県 和 歌 山 市

沖 ノ 島 西 端 と 兵 庫 県 洲 本 市 成 ヶ 島 東 端 を 結 ん だ 線

と の 交 点

一 大 阪 府 と 和 歌 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 か ら

基 点 ウ 、 基 点 ア 、 基 点 エ を 経 て 兵 庫 県 洲 本 市 成 ヶ 島 東 端 に 至 る

線
二 兵 庫 県 神 戸 市 と 同 県 明 石 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境

界 点 と 同 県 淡 路 市 岩 屋 と 同 市 野 島 江 崎 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

播 磨 灘 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

一 兵 庫 県 神 戸 市 と 同 県 明 石 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境

界 点 と 同 県 淡 路 市 岩 屋 と 同 市 野 島 江 崎 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

二 兵 庫 県 南 あ わ じ 市 門 埼 と 徳 島 県 鳴 門 市 大 毛 島 孫 埼 を 結 ん だ 線

三 小 鳴 門 水 道 東 口 小 鳴 門 橋

四 岡 山 県 岡 山 市 と 同 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 点 と 香 川 県 小 豆 郡 土 庄 町 蕪 埼 を 結 ん だ 線

五 香 川 県 小 豆 郡 小 豆 島 町 釈 迦 ヶ 鼻 と 同 県 さ ぬ き 市 大 串 埼 を 結 ん

だ 線

備 讃 瀬 戸 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

一 岡 山 県 岡 山 市 と 同 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に

お け る 境 界 点 と 香 川 県 小 豆 郡 土 庄 町 蕪 埼 を 結 ん だ 線

二 香 川 県 小 豆 郡 小 豆 島 町 釈 迦 ヶ 鼻 と 同 県 さ ぬ き 市 大 串 埼 を 結 ん

だ 線

三 広 島 県 と 岡 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 か ら 広

島 県 福 山 市 宇 治 島 東 端 を 経 て 香 川 県 三 豊 市 詫 間 町 三 埼 に 至 る 直

線



燧 灘 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域 の う ち 、 安 芸 灘 を 除

い た 海 域

一 広 島 県 と 岡 山 県 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 か ら 広

島 県 福 山 市 宇 治 島 東 端 を 経 て 香 川 県 三 豊 市 詫 間 町 三 埼 に 至 る 直

線
二 広 島 県 呉 市 仁 方 町 と 同 市 川 尻 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け

る 境 界 点 と 同 市 上 蒲 刈 島 白 埼 を 結 ん だ 線

三 広 島 県 呉 市 上 蒲 刈 島 黒 鼻 と 愛 媛 県 松 山 市 と 同 県 今 治 市 と の 最

大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

安 芸 灘 次 に 掲 げ る 海 域 一 及 び 二 を 合 わ せ た 海 域

一 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

ア ： 広 島 県 呉 市 仁 方 町 と 同 市 川 尻 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線

に お け る 境 界 点 と 同 市 上 蒲 刈 島 白 埼 を 結 ん だ 線

イ ： 広 島 県 呉 市 上 蒲 刈 島 黒 鼻 と 愛 媛 県 松 山 市 と 同 県 今 治 市

と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

ウ ： 愛 媛 県 松 山 市 白 石 ノ 鼻 と 同 市 興 居 島 頭 埼 灯 台 を 結 ん だ

線

エ ： 愛 媛 県 松 山 市 興 居 島 頭 埼 灯 台 と 同 市 野 忽 那 島 野 忽 那 島

灯 台 を 結 ん だ 線

オ ： 愛 媛 県 松 山 市 野 忽 那 島 北 端 と 同 市 中 島 東 端 を 結 ん だ 線

カ ： 愛 媛 県 松 山 市 中 島 歌 埼 と 同 市 津 和 地 島 東 端 を 結 ん だ 線

キ ： 愛 媛 県 松 山 市 津 和 地 島 西 端 と 同 市 由 利 島 西 端 を 結 ん だ

線

ク ： 愛 媛 県 松 山 市 由 利 島 西 端 と 山 口 県 柳 井 市 平 郡 島 盛 鼻 を

結 ん だ 線

ケ ： 山 口 県 柳 井 市 と 同 県 熊 毛 郡 上 関 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸

線 に お け る 境 界 点 （ 以 下 「 基 点 ア 」 と い う 。 ） と 同 県

柳 井 市 平 郡 島 櫛 崎 を 結 ん だ 線 と 同 市 平 郡 島 の 最 大 高 潮

時 海 岸 線 と の 交 点 の う ち 最 も 北 部 に 位 置 す る 点 と 基 点

ア を 結 ん だ 線

二 一 の 線 イ 、 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域 の う

ち 、 広 島 県 海 域

コ ： 広 島 県 呉 市 上 蒲 刈 島 黒 鼻 と 同 市 斎 島 西 端 を 結 ん だ 線

伊 予 灘 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域 の う ち 、 安 芸 灘 を 除



い た 海 域

一 広 島 県 呉 市 仁 方 町 と 同 市 川 尻 町 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け

る 境 界 点 と 同 市 上 蒲 刈 島 白 埼 を 結 ん だ 線

二 広 島 県 呉 市 上 蒲 刈 島 黒 鼻 と 愛 媛 県 松 山 市 と 同 県 今 治 市 と の 最

大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

三 愛 媛 県 佐 田 岬 灯 台 と 大 分 県 関 埼 灯 台 を 結 ん だ 線

四 山 口 県 下 松 市 と 同 県 光 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界

点 と 同 県 下 松 市 笠 戸 島 鎌 石 岬 を 結 ん だ 線

五 山 口 県 下 松 市 笠 戸 島 火 振 岬 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 と 同 県 国 東 市

と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

周 防 灘 次 に 掲 げ る 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域

一 山 口 県 下 松 市 と 同 県 光 市 と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界

点 と 同 県 下 松 市 笠 戸 島 鎌 石 岬 を 結 ん だ 線

二 山 口 県 下 松 市 笠 戸 島 火 振 岬 と 大 分 県 豊 後 高 田 市 と 同 県 国 東 市

と の 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に お け る 境 界 点 を 結 ん だ 線

三 山 口 県 火 ノ 山 下 潮 流 信 号 所 と 福 岡 県 門 司 埼 灯 台 を 結 ん だ 線

２ 網 目 の 制 限

さ わ ら を 目 的 と し た 流 し 網 漁 業 に お い て 使 用 す る 漁 具 の 網 目 は 、 十 ・ 六 セ ン チ メ

ー ト ル 以 上 と す る 。

３ 区 域 の 操 業 制 限

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 域 に お い て は 、 中 欄 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て 、 下 欄 に 掲 げ

る 制 限 を 設 け る 。

区 域 期 間 制 限

紀 伊 水 道 五 月 十 五 日 か ら 六 月 二 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

大 阪 湾 五 月 二 十 五 日 か ら 六 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

（ た だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流

し 網 漁 業 は 六 月 五 日 か ら 七 月 十 一

日 ま で ）



播 磨 灘 九 月 一 日 か ら 十 一 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

（ た だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流

し 網 漁 業 は 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十

日 ま で ）

は な つ ぎ 網 漁 業 に お け る さ わ ら

の 年 間 漁 獲 量 を 四 十 ト ン 以 下 と

す る
さ わ ら 船 曳 網 漁 業 に お け る さ わ

ら の 年 間 漁 獲 量 を 二 ト ン 以 下 と

す る

備 讃 瀬 戸 九 月 一 日 か ら 十 一 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

（ た だ し 、 さ わ ら を 目 的 と し た 流

し 網 漁 業 は 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十

日 ま で ）

燧 灘 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

さ ご し 巾 着 網 漁 業 に お け る さ わ

ら の 年 間 漁 獲 量 を 四 十 六 ト ン 以

下 と す る

安 芸 灘 九 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

伊 予 灘 五 月 十 六 日 か ら 六 月 十 五 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

周 防 灘 五 月 一 日 か ら 五 月 三 十 一 日 ま で さ わ ら を 目 的 と し た 操 業 の 禁 止

４ 指 示 の 有 効 期 間

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま

で と す る 。




